
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

神原小学校屋内運動場改築（建築主体）工

事で、老朽化した屋内運動場を改築し、危

険建物の解消を図るものであり、妥当なも

のと認めた。

ＩＣＴ教育を推進するため、老朽化した電

子黒板を更新し、ＩＣＴ環境の充実を図る

ものであり、妥当なものと認めた。

記

議 案
第 ７ ５ 号

工事請負契約締結の件（神
原小学校屋内運動場改築
（建築主体）工事）

議 案
第 ７ ６ 号

物品購入の件（電子黒板一
式）

原 案 可 決

原 案 可 決

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文教民生委員長  山　下　節　子   

 文 教 民 生 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年(2022年)９月２６日  


